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各 税務署長 殿

東京国税局長（官印省略）

令和7事務年度における簡易な接触の実施について（指示）

標題のことについては、平成21年7月9日付東局課二法2-158「法人課税事務提要の制定について」事務運営指針及び平成13年11月29日付課二消第

204号ほか8課合同「間接諸税事務提要（事務運営編）の制定について」事務運営指針によるほか、下記に基づき適切に実施されたい。

（趣旨）

調査の重点化の方針を踏まえ、真に調査すべき事案や＇~など調査必要度が高い納税者を的確に抽出し、深度ある実地調

査を実施する一方で、その他の納税者については、行政指導、署内調査（以下「簡易な接触」という。）等により幅広く接触するなど、納税者のコンプラ

イアンスリスクに応じた最適な接触方法を選択し、限られた事務量の効果的・効率的な活用に努めることとしている。

また、行政指導については、基本的に業務センター（分室を含む。以下「センター」という。）に集約して実施していくこととしており、署法人課税部

門においては、センターヘの事務移管を念頭に、ノウハウ蓄積を主目的とした行政指導の試行に取り組んでいる。

これらを踏まえ、令和7亭務年度における簡易な接触による是正を効果的かつ効率的に実施するため、共通的な実施要領等を定めるものである。



記

1 実施者心

(1) 実施責任者

対象法人を所掌又は分担する部門の特別国税調査官及び統括国税調査官（以下「実施責任者」という。）とする。

なお、所掌又は分担にかかわらず、源泉所得税又は間接諸税に係る簡易な接触については、それぞれ源泉所得税担当統括国税調査官又は法人課税（第

1)部門統括国税調査官若しくは消費税等部門統括国税調査官とする。

(2) 実施担当者

実施責任者が指名した者（以下「実施担当者」という。）とする。

2 対象法人

想定される誤り等の内容ごとに、局法人課税課が選定支援システム「結」に登載した法人とする。

なお、登載した旨等は別途連絡する。

3 実施期間

原則として令和8年6月 30日（火）を目途に計画的に実施する。

なお、簡易な接触中に実施期間を徒過した場合は、簡易な接触を継続することに留意する。

4 実施方法

想定される誤り等の内容に応じて、書面照会のほか、電話又は面接によって実施する。

なお、書面照会に当たっては、原則として「申告内容等についてのお尋ね」 (FBFAP02、FBFAP03)を使用することとするが、想定される誤り等の内容に

応じて、異なる様式を使用する場合は別途連絡する。



5 実施要領

別添1 「簡易な接触の標準的な事務処理要領」 （以下「事務処理要領」という。）を参照する。

6 情報共有体制の確保

部門の共有フォルダ内に行政指導記録書を格納するフォルダを作成するなど、適宜の方法によって接触事績及び実施責任者の指示事項等を部門内で共

有し、接触対象法人から連絡があった場合に実施担当者以外の職員が対応できる体制を整える。

7 実施事績の入力

(1) KSKシステム

別添2 「簡易な接触に係る標準的なKSK入力判定フロー」 （以下「KSK入力判定フロー」という。）を参考にした上で、別添3 「事務区分別・

行政指導結果別の行政指導事績入力項目」のとおり入力する。

なお、行指導事、•の入力漏れを防止 るため、霊話等によって 触できた時点又は照会文書を 送した時点の状況を入力した上で、行政指導を終

了する際に入力済の行政指導事績を更新する。

また、 「行政指導宰績入力」及び「署内調査事績入力」の入力に当たっては、本件指示に基づく事績とその他の事績を区別するため、実際の実施部

門にかかわらず実施部門を「法人課税第27部門」と入力する。

おって、簡易な接触に係る「接触形態区分」は、接触方法に応じて「電話」又は「書面」を選択し、複数の方法で接触した場合には「その他」を選

択する。

（注） 1 源泉所得税に係る実施事績については、納付指導情報入力を除き、特段の入力を要しない。

2 間接諸税に係る実施事績については、 KSK入力判定フローによらず、 「間接諸税＞調査支援＞調査事績管理事務＞決議書入力」機能から、

調査区分「実態確認（行政指導）」を選択する。

(2) 選定支援システム「結」

ログイン画面から、実施責任者は「選定支援」又は「行政指導」を、実施担当者は「行政指導」を選択し、事務処理要領の「7 選定支援システム

『結』への入力」を参考に随時入力する。

(3) 法人課税集計システム

実施事績に応じ、別途連絡する事務区分で入力する。



8 報告

選定支援システム「結」に入力されたデータを局主管課において毎月 10日に確認することから、特段の報告は要しない。

なお、実施責任者は、局主管課の確認日の前日までに、選定支援システム「結」に前月末時点における状況が正しく入力されているか確認する。



別添1

簡易な接触の標準的な事務処理要領

1 実地調査予定の確認

実施責任者は、選定支援システム「結」等を基に、対象法人の実地調査予定の有無を確認する。

なお、対象法人の登載時期に応じて、分析表出力後に実施するなど、効率的に確認することに留意する。

おって、実地調査予定の場合は簡易な接触の対象外として差し支えないが、実地調査において当該想定される誤り等を確実に解明するよう調査担当者

に指示することに留意する。

2 実施担当者への指示

実施責任者は、検討の結果、対象法人のうち実地調査予定がないと判断したものについては、実施担当者ごとに区分した上で、各実施担当者に簡易な接

触を指示する。

なお、実地調査予定と判断した対象法人について、調査着手しないことが確定した場合は、速やかに実施担当者に簡易な接触を指示する。

3 簡易な接触対象法人の判定

実施担当者は、対象法人のうち実地調査予定がないと判断したものについて、申告書をはじめとする署内簿書及びKSKシステムの各種照会機能等を

基に検討し、簡易な接触として接触すべきか否かを判断する。

なお、簡易な接触として接触すべき法人（以下「簡易な接触対象法人」という。）が転出済みであるこどを把握した場合は、実施責任者を通じて転出先

所轄署に連絡することとし、連絡を受けた転出先所轄署においては、引き続き簡易な接触を実施する。

（注） 簡易な接触は調査に移行しない限り再調査に該当しないことから、前回調査対象期間に係る誤り等が想定される法人であっても、簡易な接触対

象法人に該当することに留意する。



4 簡易な接触の実施

実施担当者は、簡易な接触対象法人に対して、行政指導であることを明示した上で、想定される誤り等の内容に応じて別途連絡する接触方法（書面照

会、電話等）で接触する。

なお、代表者から関与税理士に回答させる旨の回答があった場合には、関与税理士から回答を受けることとして差し支えない（印紙税を除く。）。

また、接触に当たっては、当該接触が国税通則法に定める質問検査権の行使によるものではなく、あくまでも行政指導として回答を求める任意の協力

依頼であることを踏まえ、簡易な接触対象法人にとって回答を拒むことが実地調査の前提となるという誤解を生じさせないよ・う留意する。

おって、行政指導では疑問点を解決できず、来署依頼によって関係書類を確認する必要がある場合には、別添4「署内調査の実施方法」を参照し、署内

調査に移行することに留意する。

（注） 自発的見直し要請として接触する場合、想定される誤りに係る個々の取引だけでなく、同様の取引についても誤りがないか見直しさせることに

留意する。

5 接触後の対応等

(1) 照会文書が返戻となった場合の対応

書面照会において照会文書が返戻となった場合には、返戻原因を解明の上、再発送が可能な場合には再発送を行い、宛先不明等、再発送が困難な場合

には、返戻理由等を選定支援システム「結」の「備考」欄に入力し、処理を終了する。

(2) 行政指導記録書の作成

実施担当者は、簡易な接触対象法人ごとに別紙「行政指導記録書」を作成し、接触状況を記載する。

(3) 簡易な接触対象法人からの問合せへの対応

別添5 「『書面照会』に関する想定問答」を参考に、適切かつ丁寧に説明する。

(4) 末回答法人に対する勧奨

回答がない法人に対しては、電話又は実地の行政指導を実施し、回答書の提出を促すこととし、回答がない場合は、処理を終了ずる。

(5) 回答内容の検討等

実施担当者は、簡易な接触対象法人からの回答内容を基に是正の要否を検討し、是正を要する場合は電話等によって自発的な修正申告書の提出等を

勧奨する。



6 処理後の整理等

実施担当者は、処理済の行政指導記録書、照会文書ー式（書面による接触の場合）及びその他参考となる書類を所掌部門等へ回付し、所掌部門等におい

て法人税歴表に編てつの上、保存する。

なお、調査部所管法人については、想定される誤り等の内容に応じて源泉担当部門又は消費税等担当において法人税歴表に編てつの上、保存する。

おって、実施責任者は、適宜の時期に選定支援システム「結」を確認し、適切に進捗管理を行うとともに、是正を要するにもかかわらず簡易な接触対象

法人が修正申告等の勧奨に応じない場合は、署内調査又は実地調査へ移行するなど、必要な措置を講ずる。

（注） 間接諸税については、間接諸税調査簿に編てつの上保存し、必要があれば、写しを法人税歴表に編てつする。

7 選定支援システム「結」への入力

実施責任者及び実施担当者は、以下のとおり選定支援システム「結」へ入力する。

なお、選定支援システム「結」の操作方法は、別途連絡する場合を除き、局ポータルサイトに掲載する「操作要領」を参照する。

（参考） 「操作要領～行政指導機能～」の掲載場所

東京国税局ポータルサイト＞サイトマップ＞法人課税課＞システム集＞〔課ニ・法・監1〕選定支援システム「結」＞「04＿操作マニュアル」

(1) 検討開始

「接触状況」を「末検討」から「検討中」へ変更する。

(2) 実施担当者への指示

「担当者名」に実施担当者を入力する。

なお、実地調査予定の場合は、 「処理方針・処理結果」の「不活用ー実地調査」を選択し、実地調査着手後、 「簡易な接触終了日」に実地調査着手日

（来事務年度の実地調査を予定しているときは令和8年6月30日）を入力するとともに「接触状況」の「処理済」を選択して処理を終了する。

(3) 簡易な接触対象法人の判定

実地調査予定以外の理由で簡易な接触対象法人に該当しないと判断した場合は、該当する「処理方針・処理結果」を選択し、 「簡易な接触終了日」に

当該判断した日付を入力後、 「接触状況」の「処理済」を選択して処理を終了する。

（注） 1 「転出法人」又は「その他」を理由に簡易な接触対象法人に該当しないと判断した場合は、「備考」欄に転出日及び転出先の署名（例転出日：

10/20、転出先：麹町署等）又はその他の理由を入力する。

2 「不活用ー転出法人」が選択された場合、局法人課税課において当該法人を転出先所轄署の選定支援システム「結」に追加登載するため、転

出先所轄署における登載作業は不要である。



(4) 簡易な接触の実施

接触態様に応じた「処理方針・処理結果」を選択するとともに、「簡易な接触開始日」に接触開始日を入力する。

(5) 簡易な接触終了時

該当する「処理方針・処理結果」を選択するとともに、 「簡易な接触終了日」に接触終了日を、また、 「行政指導等による追徴税額」の修正申告等の

有無を選択し、修正申告等が「有」の場合は、追徴税額を入力する。各項目に誤りがないことを確認の上、 「接触状況」を「処理済」に変更する。

なお、実地調査に移行したときは、 「終了日」には実地調査着手日を入力し、 「追徴税額」には入力を要しない。

（注） 「処理済」に変更後は、各項目が非活性化されるので、各項目に誤りを把握した場合は、「接触状況」を一時的に「検討中」又は「接触中」に

変更し、該当項目の誤りを訂正後、再度「接触状況」を「処理済」に変更する。



別添2

〇 簡易な接触に係る標準的なKSK入力判定フロー

予定有

処理不要
（実地調査で解明）

実施担当者への指示

対象外
処
．

．

 

理 不 要］

想定される誤り等の内容に

応じた接触

（書面照会、電話等）
※ 書面照会の回答がない場合は、電話や実地の行政指導に

よって回答書の提出を促すこととするが、なお回答が無い

行政指導事績①入力 ） 雪：言：：は；と｀：門言口ご言如
（自発的見直し要請 の上、再発送が可能な場合には再発送を行い、宛先不明等、

又は本人情報収集） ・ 再発送が困難な場合には、処理を終了する（行政指導事績の

削除を要す。）。 • 
------・ ------------―・----------ー・（書面照会の場合）、

----------
： 文書回答 提出依頼・ -------------------- 1 行政指導事績｝ ： 

無 再発送 （返戻され、接触以、削 除 9, : 

i 有 （返戻を含む。） できない場合） ‘、~IJ------~-ーノ ： 

否

行政指導事績①更新

（行政指導移行）

行政指導事績②入力

（自発的見直し要請）

※ 1本人情報収集において

是正を要することが判明

した場合は、移行後の行

政指導事績を別途入力す

る。

修正申告等の勧奨 照会事績の整理

※ 勧奨に応じない、来署依頼によって関係書類を確認するなど、調査に

移行する場合は、別添3 「事務区分別・行政指導結果別の行政指導事績

入力項目」のとおり行政指導事績を更新し、調査事績を別途入力する。

行政指導事績①又は②更新

（金額、処理態様区分、

接触形態区分等）



〇 事務区分別・行政指導結果別の行政指導事績入力項目

事務区分

自発的

見直し要請

署内無申告

行政指導

実地無申告

行政指導

本人情報収集

行政指導結果

修正申告書の提出要請

により修正申告書提出

実地謁査へ移行

署内調査へ移行

期限後申告書の提出要請

により期限後申告書提出

実地無申告行政指導

へ移行

実地調査へ移行

署内調査へ移行

期限後申告の必要が
なく、行政指導終了

期限後申告書の提出要請

により期限後申告書提出

実地調査へ移行

署内謁査へ移行

期限後申告の必要が

なく、行政指導終了

申告義務が不明な法人に対する
行政指導において自主的な期限
後申告書提出（他の行政指導に
移行していない場合）

KSK入力項目（注 1)

行政指導分類 1行政指導区分 1懸累四1処理毘呼 （ 
（注2)

署内行政指導

申告審理に

基づく
見直し要請

電話、書面、

その他

行政指導開始時点で仮入力し、

処理後更新（各事務区分共通）

修正しょうよう

その他

その他

その他 1行政指導移行

署内行政指導I無申告行政指導片廿::9悶佃I実地調査組換I実地調査移行
署内謂査組換I署内謁査移行

実地行政指導 I無申告行政指導I 臨場

その他

その他

自発的見直し要請又は無1本人情報収集から他の行政指導に移行した
申告行政指導へ移行 場合、移行後の行政指導事績を別途入力

その他 1行政指導移行

実地調査へ移行

署内調査へ移行

誤りがないと判明し、

行政指導終了

＇全ての事案

全ての事案

署内行政指導1本人情報の収集

行政指導開始時点で仮入力し、

処理後更新（各事務区分共通）

署内行政指導
個別指導
（アフターケア）

実地行政指導
個別指導
（アフターケア）

来署、電話、

書面、その他

臨場

実地調査組換I実地調査移行

その他

その他

その他

法人諜税

第27部門

別添3

ぽ） 1 「KSK入力項目J欄は、特に誤りがないように注意すべき項目を示したものであり、ここに記載していない項目（回答日臼ば査着手日等）についても事案に応じて入力する

必蚕があることに留意する．

2 入力漏れを防止するため、簡易な接触対象法人と電話等によって接触できた時点又は照会文書を発送した時点の状況を入力（処理態様区分は「その他」で仮入力）した上で、

行政指導を終了する犀に入力済の事績を更新することに留意する。

3 本指示1こ基づく吏庄亨楕以外の事績と区別するため．実際の央晶祁r,にかかわらず『法人課税第27部門」と入力する。



別添4

署内調査の実施方法

署内調査の実施に当たっては、「法人課税事務提要」法人税・消費税関係第3章第3節《署内調査》に基づき実施する。

なお、署内調査は、手続通達1-1に規定する調査のうち、来署依頼により署内で実施する更正決定等を目的とした調査をいい、実地の調査

と同様に追徴税額が発生した場合には加算税が賦課されることになる。

また、実施に当たっては、守秘義務の観点から他の納税者等から見えない場所を使用するなど実施場所に配意する。

おって、電話による署内調査は、減額更正処理が見込まれる場合等に限ることから実施しないことに留意する。

1 調査手続チェックシートの記載・確認

事案担当者は統括官から署内調査の指令を受けた事案について、調査手続チェックシート（本表）【署内調査用】及び調査手続チェックシ

ート（管理者用）【署内調査用】を作成し、統括官に手続の履行確認を受ける。

2 事前連絡

法令上の事前通知に係る規定は適用されないが、調査対象法人に来署依頼をする際には、「調査」として接触することをあらかじめ明示す

るとともに、①調査の目的、②調査対象税目、③調査対象期間を説明することに留意する。

なお、調査対象期間は、申告内容に誤りが想定される事業年度のみを対象とすることとし、事前連絡事項以外の事項について調査対象とす

べきと判断した場合には、速やかに調査対象に追加する税目・期間を調査対象法人に説明し、協力を求める。

三言口ご下］：表査：目的1対象と口税目 1対象と：る期間 1対象となる帳:駅(IJ軋物件Iその他政令：定める事項
（注） 法令上の事前通知に係る規定は署内調査に適用されないが、運用上実施するものであるため「対象となる帳簿書類その他物件」及び

「その他政令で定める事項」については、事前通知事項ではないが納税者の利便性等を考慮し必要と認められる場合には通知する。



3 調査経過記録書の作成

法人等との接触内容等については、実地調査と同様に、調査経過記録書に記録する。

4 調査終了の連絡

事案担当者は、署内調査により把握した更正決定等をすべきと認められる内容を整理し、「調査結果の説明書」を作成し、所要の決裁を受

けた上で、調査対象法人に対し、十分に理解が得られるよう、非違の内容・金額等について説明し、原則として、修正申告又は期限後申告の

勧奨を行う。

なお、通則法第74条の 11第1項の規定は適用されないため、調査の結果、更正決定等をすべきと認められない税目・課税期間については、

「更正決定等をすべきと認められない旨の通知書」の送付を要しないが、調査終了の際には、更正決定等をすべきと認められない旨を法人に

説明することに留意する。

5 実地調査への移行

署内調査を実施しても申告内容の疑問点が解明できず臨場による調査が必要であるなど、実地調査に移行する場合には、事前通知など実地

調査に係る調査手続を実施することに留意する。

〔参考2〕調査手続規定の適用関係

¥ 事前通知 更正等非該当通知 調査結果の説明
再調査

（通法74条の 11⑤)
（通法74条の9) （通法74条の11(i)) （通法74条(/)11@、R)

先行調査 後続調査

実地調査 要 要 要 該当 該当

署内調査 運用上実施 不要 要 非該当 該当
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「書面照会」に関する想定問答

（問 1) なぜ、当法人に照会文書を送付したのか。

（答）

（想定される誤り等に応じて、制度の概要を説明する。）

そのため、 00を確認させていただきたいと考え、照会文書を送付させていただきました。大変お手数とは思いますが、御理解と御協力をお願いしま

す。

竺） 他の法人には照会文書が届いていないが、なぜ当法人に照会文書を送付したのか。

（答）

当局では、適正公平な課税の実現を図るため、あらゆる機会を通じて様々な資料情報の収集を行っており、その情報を基に必要に応じて、照会文

書を送付させていただいているところです。

（更問） 具体的に、どのような方法で資料情報を収集しているのか。

（答）

具体的な収集の方法については、お答えすることができないことを御理解願います。

（注）

（問2) 「00」という文書が送付されてきたが、どのような法的根拠・権限で文書照会を行っているのか。

（答）

この度送付させていただいた「00」は、行政手続法（第2条）に基づく「行政指導」として行っているものであり、税務調査とは異なり、納税者の

皆様の御理解と御協力を前提に回答をいただくこととしておりますので、大変お手数とは思いますが御協力をお願いします。



＇ 【参考】行政指導（行政手続法第2条6号）
--”---- • • ・”-- • - • • - • -- • • -- • • --- • -- • --------”--”----—蛉•-------“―“--“--“—· -• • ·—· ---·—· ·—· • --• --• ---”-- • ---- • • • • • • • -- • • - • -- • --”-----------------・一“---“--“““--• ・”--------------““““-------] 

行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言i

， その他の行為であって処分に該当しないものをいう。 ~ ~ 
し―”----• • • -• ----• --• --• --• -• -----• ---------O  • • • • - - - --- --- --- - - - - - - --- --- - _.......---“.....----̀  ̀ ----------• • -• --·—--·--···--·-·---·-蛉―.....”------• -----• •` • • ·“—· • --・-------------“_ _ _ ] 

□四問） 「行政指導」と「税務調査」の違いとは何か。

（答）

「行政指導」とは、納税者の皆様の自発的な御協力を求めるものであり、今回の照会文書は、 00についての自発的な情報提供（又は見直し）を

お願いするものとなっております。

一方、「税務調査」は、税務職員が、適正に申告されているかを確認するために質問検査を実施し、仮に適正に申告されていない場合には、それ

を是正するために実施するものです。

また、「税務調査」の結果、申告内容を是正（修正申告書を提出）することとなり、追徴税額が発生した場合には、加算税のほか、延滞税が課さ

れることがあります。

（問3) 今までこのような照会文書が送られてきたことがないが、いつから照会文書で確認するようになったのか。どこの税務署でも行っているのか。

（答）

税務署においては、当署だけでなく他の税務署においても、従前から必要に応じて、書面によるお尋ねのほか、電話によっても、事業内容や申告内容

についての問合せをさせていただいております。

今回は、文書照会という方法を採らせていただいており、大変お手数をお掛けしますが、御協力をお願いします。

（問4) 「行政指導」の対象となる場合と「税務調査」の対象となる場合の違いは何か。

（答）

税務署では、各種の資料情報や申告内容等を総合勘案して、「行政指導」を行うか、「税務調査」を行うかを適切に判断して、実施することとしており

ます。

（問5) 「00」という文書が送付されてきたが、忙しくて回答することができない。照会文書への回答は強制なのか（税務調査でなければ、回答する

義務はないのではないか。）。



（答）

この度送付させていただいた「00」は、「行政指導」として行っているものであり、納税者の皆様の御理解と御協力を前提に、回答をいただくこと

としておりますので、大変お忙しいとは思いますが御協力をお願いします。

（問6) 回答に応じなかったら、税務調査が行われるということか。又は、回答に応じれば、税務調査が行われないということか。

（答）

この照会文書に対しての回答の有無と税務調査が行われるか否かは関係ありませんが、今後、必要があれば税務調査にお伺いすることはあります。
--- - - --- --- --- - - 0 - - --- --- -9  - -9  - - - - --- 0 - - - - - ―ロ ー―――” " • • • -• -•ー←――- --~ -------------------------------• •ーーロ—- --~ • ----“““““―▲・ • • • • • • • ••—” -0 - --- ---- •白← • -----• • --` -~ --• • • • • • • • •• ---~ • -

： 【注意事項】
： 照会文書の送付については、「行政指導」として行っているため、法人が回答しなかった場合には税務調査が行われるとの誤解が生じないように：

：留意する。

： また、一方で法人が回答した場合には、回答したので税務調査が行われないとの誤解を与えないように留意し、次回の調査の際に苦情とならない！
iように留意する。
“....~“· •~“· •~ • ・ • • ・ ・ ・ ・ • ・ •~ • ・ • ・ • • ・ • • ・ • ・ ・ • ・ • ・ •--・ ・ • ・ • • ・ •~ • ・ ・ • ・ ・ • • ・ • ・ • ・ • ・ • ・ •~“............... ・ • ・ • ・ ・ • ・ --o •• - • ・―̀・ • -• ·—· ・ー・・-• • ••ロ ー— -o - --- ----- - -~ ----------------• • • • • -▼・ • • ▼・ •ーヨー--------------

（問7) 税金関係については、全て税理士に任せているので、税理士に確認してもらいたい。

（答）

今回送付させていただいた「00」につきましては、文書照会という事務の性質上、法人の代表者宛てに送付させていただいております。

照会事項について、関与税理士から御回答いただくことについては差し支えありません（注）が、お尋ねに対する回答書の作成依頼については、大変

申し訳ありませんが、貴法人から関与税理士に御依頼していただければと存じます。

（注） 印紙税については、税理士に委任できないことから、法人から回答する必要があることに留意する。

（問 8) この照会文書に回答して、問題がなければ何か文書をもらえるのか。

（答）

この度送付させていただいた照会文書は、行政手続法（第2条）に基づく「行政指導」という手続の一環として行っているものであり、税務調査とは

異なり、あくまでも納税者の方の任意の御協力の下、貴法人の取引内容について、お尋ねさせていただいているものです。

なお、行政指導は税務調査には当たらないため、税務調査を行った結果、問題がなかった場合に通知させていただく「更正決定等をすべきと認められ

ない旨の通知書」のような文書を送付することはできませんので、御理解のほどよろしくお願いします。



（問 9) 照会文書で書類の写しの提出を求めているが、その費用は税務署で負担してくれるのか。

（答）

資料の写し（コピー）に係る実費（注）については、照会文書に対する御回答をいただく際に実費代金に係る見積書及び請求書を同封していただけれ

ば、貴法人のお取引金融機関の指定口座にお振込みさせていただきます。

（注） コピー代金として支払う金額は、あくまでもコピー代金の実費の範囲内（一般的な単価）であり、例えば人件費等を付加した代金については支払うこと

はできない。

（問 10) 照会文書で提出を求められた資料は大量であり、写し等をとる時間もなく、コストもかなり掛かるが、資料を全て送付しなければならないの

か。

（答）

（照会事項の回答に必要な書類等を聞き取った上で）関係資料の全ての写しを提出していただく必要はありませんので、後日、計算内容が分かる資

料の写しを送付していただければ幸いです。

（問 11) 照会事項については、取引先に無断で第三者に提供すると個人情報保護法違反になるのではないか。

（答）

照会文書は、行政手続法に定められた行政手続の一環として行うものであり、「個人情報の保護に関する法律」においては、今回の照会文書は「国等

に協力する必要がある場合」に該当し、「第三者提供の制限」には該当せず例外とされているため、貴法人が照会事項に御回答されることは個人情報保

護法違反には当たらないことになります。御多にとは思いますが、御理解と御協力をお願いします。

—· • ---•• •·--------------------： 【参考】個人情報の保護に関する法律
i （利用目的による制限） ． 

i第十八条 個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで、前条の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取

i り扱ってはならない。

!2 個人情報取扱事業者は、合併その他の事由により他の個人情報取扱事業者から事業を承継することに伴って個人情報を取得した場合は、あらかじめ本
i 人の同意を得ないで、承継前における当該個人情報の利用目的の達成に必要な範囲を超えて、当該個人情報を取り扱ってはならない。

i 3 前二項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。

： （中略）
-• -• ·―“ー・~“-----̀  -------------• • -• --------• • -• --------• • -• --• --------------• ----̀-* ̀  • •~ ` ----------• -------• • -------• --------------• ----•“-------·~ • * 0 ·~“`—” --------------• -• • -• • -• • -

I 



四 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意

を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。

（第三者提供の制限）

，第二十七条 個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで；個人データを第三者に提供してはならない。

： （中略）

四 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意；

を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
--• ---------------------"→―----------" "" " "~" " ・・-▼・ ••—· -·~ • •• -• • • • •• ----• ·—·ー・·----------------------・▲““ “" " "" " "" --"“"" " " " --"“"" --"“"•~“·---"“ー・~“" • --・---• • "・ ・・-• -·~ "—,...~ •~--"" "------------"-----

（問 12) 照会事項について、わざわざ文書で回答するのは面倒である。不明な事項に対する照会であれば、電話での回答でも良いか。

（答）

照会事項については、電話で御回答いただいても差し支えありませんが、内容が分かる資料については、可能であれば、後日、写しを送付していただ

ければ幸いです。



別紙

行政指導記録書

担当者等整理欄 統括官等

法人名
税歴システム入力 済□不要口
KSK（行政指導事績）入力 済□不要□
※金増額減）に差留所意得及すびる追。徴税額の入力誤り（単位・

事／ 務 区分

復 / ~、~‘ 、~~ / 命／ 

指示（口事□項〕等；、事，：・,'、、、..‘<’-、項―-'.,，，—,、、
／ ~、

方法・場所
ら

／状： 況~ ／ ，：， / 等/： ‘ ‘ヽ:、
年月日 応 接 ｀・：、し

（応接者） 9. 9 9. • ‘ ； ・ぐ ‘ 、ヽヽ・・9 ／‘／‘~‘、/‘、‘

000000000000000000000000000000000 
0000000000000000000000000000000000 
0000000000000000000000000000000000 
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